
福山市上下水道局公告第１０１号 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の５第１項の規定に

より、福山市上下水道局が発注する次の業務について、一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下

「入札参加資格」という。）及びその資格審査に係る申請手続などについて次のとおり定めたので、同

条第２項並びに令第１６７条の６第１項及び福山市上下水道局契約規程（昭和４６年水道企業管理規程

第８号）において準用する福山市契約規則（昭和４１年規則第１３号）第２７条の規定により公告しま

す。 

 

２０２４年（令和６年）４月２６日 

 

福山市上下水道事業管理者      

小 川 政 彦      

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）業務名 

管路施設清掃業務委託（６－２） 

（２）履行場所 

福山市木之庄町二丁目外９か町地内 

（３）履行の内容等 

   管路施設清掃業務  一式 

   伏越マンホール清掃  ２８箇所 

     管渠洗浄       １０５ｍ 

（４）履行期間 

契約締結日から２０２４年（令和６年）７月３１日まで 

 

２ 入札参加資格 

次に掲げる条件を全て満たす者で、入札参加資格の確認において、その資格があると認められたも

のとする。 

（１）令第１６７条の４の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っていない者（更生手続開始の決

定を受けている者を除く。）であること。 

（３）この業務の公告の日から落札決定の日までのいずれの日においても、福山市の指名除外又は指

名留保期間中でない者であること。 

（４）福山市に納付すべき市税等（水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び集落排水

処理施設使用料を含む。）の滞納がない者であること。 

（５）国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号から



第４号及び第６号に該当しない者であること。 

（７）福山市内に本店を有する者であること。 

（８）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第１４

条第１項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者のうち、産業廃棄物の種類

が汚泥（法第２条第４項第１号に規定する汚泥をいう。以下同じ。）の許可を有している者である

こと。（福山市－尾道市間を運搬するに当たり必要な許可証） 

（９）酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（第二種酸素欠乏危険作業主任者を含む。）技能講習修了者

を配置できる者であること。（入札参加者と直接的な雇用関係にある者であること。） 

（１０）産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の資格を有する者を配置できる者であること。（入札参加者

と直接的な雇用関係にある者であること。） 

（１１）自社を車両の使用者として登録している、強力吸引車又は揚泥車を有している者であること。 

（１２）自社を車両の使用者として登録している、高圧洗浄車（最高圧力１５ＭＰａ以上）を有して

いる者であること。 

 

３ 入札参加資格審査の申請手続 

（１）申請の方法 

この入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書（様式１号）に、次に掲げ

る書類を添付して提出しなければならない。（次のイ、エ、オ、カ及びスに掲げる書類は、一般競

争入札参加資格審査申請書を提出する日の３か月前の日以降に発行されたものを添付するこ

と。） 

なお、２０２４年度（令和６年度）に福山市上下水道局発注の公共下水道等管渠清掃業務委託

の単価契約を締結している者については、ケ～セに掲げる書類について、提出を省略することが

できる。 

また、２０２４年（令和６年）４月２６日付け福山市上下水道局公告第９９号、第１００号及

び第１０２号のいずれかに入札参加資格審査の申請手続した者は、イ～キ及びケ～セの書類につ

いて、提出を省略することができる。 

ア 受付票（様式２号） 

イ 商業登記簿謄本（写しでも可。法人の場合のみ提出すること。） 

ウ 申請日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表（法人の場合は、直前１事業年度の

「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」及び「注記表」の写し） 

エ 市税の完納証明書（写しでも可。福山市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したも

の） 

オ 納税証明書（写しでも可。国に納付すべき消費税及び地方消費税の納税証明書（その３未

納の税額のないこと用）） 

カ 印鑑証明書（原本） 

キ 使用印鑑届（様式３号。実印と異なる印鑑を契約等に使用する場合に提出すること。） 

ク 誓約書（様式４号） 

ケ 産業廃棄物の種類が汚泥である産業廃棄物収集運搬業許可証（福山市－尾道市間を運搬す

るに当たり必要なもの）の写し 



コ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証（第二種酸素欠乏危険作業主任者技能

講習修了証を含む。）及び雇用関係が確認できるものの写し 

サ 産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）資格証及び雇用関係が確認できるものの写し 

シ 強力吸引車又は揚泥車（自社を車両の使用者として登録しているもの）の車検証の写し及

び写真 

ス 産業廃棄物収集運搬業に係る登録車両を証明する書類（写しでも可。） 

セ 高圧洗浄車（最高圧力１５ＭＰａ以上で自社を車両の使用者として登録しているもの）の

車検証の写し及び写真（圧力を確認できるステッカー、プレート又は諸元表等を含む。） 

（２）入札参加資格の審査時期 

  入札参加資格は、入札実施後に、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした

者について落札候補者として審査を行い、落札決定を行う。なお、当該落札候補者の入札が当該

審査により無効とされた場合は、次順位者以降について入札参加資格審査を行い、落札決定を行

う。 

（３）申請期間 

   ２０２４年（令和６年）４月２６日（金）から同年５月１６日（木）まで（ただし、上下水道

局の閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時までの間、随時受け付ける。 

（４）申請書の入手先、提出先及び申請に関する問い合せ先 

   ア 入手先 

     福山市ホームページ 

   イ 提出先及び申請に関する問い合せ先 

〒７２０－８５２６ 

福山市古野上町１５番２５号 

福山市上下水道局経営管理部管財契約課 

ＴＥＬ（０８４）９２８－１５０３（直通） 

（５）申請方法 

   持参又は郵便（配達証明付書留郵便）による。 

   なお、郵便の場合は必ず提出先及び申請期限までに到達すること。到達しなかった場合は、無

効とする。 

 

４ 仕様書等の確認方法等 

（１）仕様書等の確認方法 

   福山市ホームページで確認を行うものとする。 

（２）仕様書等の質問及び回答 

仕様書等に対する質問がある場合は、２０２４年（令和６年）５月１３日（月）までに、所定

の質問書（様式５号）により、持参又はファクシミリにより福山市上下水道局工務部管路維持課

に提出すること。ＦＡＸ（０８４）９２８－３２２３（ファクシミリによる場合は、電話をした

上で行うこと。ＴＥＬ（０８４）９２８－１５３１） 

なお、質問に対する回答については、２０２４年（令和６年）５月１４日（火）までに、福山

市ホームページに掲載する。 



 

５ 入札書の提出期限、提出方法及び提出先 

（１）提出期限 

  ２０２４年（令和６年）５月１６日（木）午後５時までに必ず提出（郵便の場合は到達）する

こと。 

（２）提出方法 

持参又は郵便（配達証明付書留郵便に限る。別添の「郵便等入札の手引」によること。）によ

る。 

（３）提出先 

上記３（４）の申請場所に持参又は郵送のこと。 

 

６ 開札の日時及び場所 

（１）日時（立会は任意） 

  ２０２４年（令和６年）５月１７日（金） 午後１時５０分 

（２）場所  

   福山市古野上町１５番２５号 

福山市上下水道局本局２階中会議室 

 

７ その他 

（１）契約手続等において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金 

免除 

（３）入札違約金 

落札者が指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札決定を取り消すととも

に、落札者は落札金額（落札者が落札の際に入札した金額の１００分の１１０に相当する金額）

の１００分の５に相当する金額を入札違約金として納めるものとする。 

（４）落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者について、後日、入札参加資格

審査を行い、有効な入札書を提出したと判断されたものを契約の相手方とする。なお、本業務の

落札者は、同日開札の他の管路施設清掃業務委託の落札者となれないものとする。 

（５）無効入札  

次のいずれかに該当する入札は、無効とするものとする。 

ア 入札参加資格のない者が入札したとき。 

イ 記名押印を欠く入札 

ウ 金額を訂正した入札 

エ 入札が取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。 

オ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 

カ 入札者が２以上の入札をしたとき。 



キ 他人の代理を兼ね、又は２以上を代理して入札をしたとき。 

ク 入札者が連合して入札したとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。 

ケ 必要な記載事項を確認できない入札 

コ 再度入札をした場合においてその入札が１であるとき。 

サ その他特に指定した事項に違反した入札 

（６）再度入札 

   再度入札の場合は、郵便等によらず、指定する日時及び場所に、入札書を持参すること。 

（７）その他 

この入札に際しては、福山市上下水道局が定めた「入札条件・入札心得」に従うので、その内

容をよく確認すること。 


